
商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則※1（令和３年法務省告示第
187号。以下「実質的支配者情報一覧規則」という。）の施行に伴い、令和４年１月31日より、
株式会社（特例有限会社を含む。以下同じ。）からの申出により、商業登記所の登記官が、当
該株式会社が作成した実質的支配者情報一覧（実質的支配者情報一覧規則第４条第１項第１号
に規定する実質的支配者情報一覧をいう。以下同じ。）について、所定の添付書面により内容
を確認し、その保管及び登記官の認証文付きの写し（見本は３ページのとおり。以下「実質的
支配者情報一覧の写し」という。）の交付をする制度※2が開始されています。

※１ 商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則は、以下の法務省のホームページに掲載されています。
（https://www.moj.go.jp/content/001359518.pdf）

※２ 実質的支配者リスト制度の創設については、以下の法務省のホームページに掲載されています。
（https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html）

実質的支配者情報一覧の写しについて、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
（平成20年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交
通省令第１号。以下「犯収法施行規則」という。）における取扱いは下記１、２のとおりとな
りますので、適切な取扱いのほどよろしくお願いいたします。

１ 実質的支配者情報一覧の写しの本人確認書類への該当性
実質的支配者情報一覧の写しについては、「（商号）」及び「（本店）」欄の記載があるこ

とをもって、犯収法施行規則第７条第２号ロに規定する「当該法人の名称及び本店又は主たる
事務所の所在地の記載がある」との要件を満たすものと解されます。
したがって、実質的支配者情報一覧の写しについては、特定事業者が提示又は送付を受ける

日前６月以内に作成されたものに限り、申出会社（実質的支配者情報一覧規則第２条第１号に
規定する申出会社をいう。）の本人確認書類に該当します。

実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて（１）



２ 実質的支配者情報一覧の写しの議決権の保有状況を示す書類への該当性
犯収法施行規則第14条第３項は、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成19年法律

第22号）第４条第２項の規定による同条第１項第４号に掲げる事項（法人顧客の実質的支配
者の本人特定事項）の確認の方法として、資本多数決法人の場合については、「株主名簿、
金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書その他これらに類する当該法人
の議決権の保有状況を示す書類」（以下「法人顧客の議決権の保有状況を示す書類」とい
う。）又はその写しを確認し、かつ、当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法を規定し
ています。

この点、実質的支配者情報一覧の写しについて、実質的支配者情報一覧規則第４条第１項
第２号の規定により実質的支配者情報一覧の保管等の申出書（実質的支配者情報一覧規則第
３条第１項に規定する申出書をいう。以下同じ。）に添付された書面が、同号イ又はハに掲
げる書面である場合には、法人顧客の議決権の保有状況を示す書類に該当しますが、同号ロ
に掲げる書面である場合には、これに該当しません。
なお、申出書に添付された書面が同号ロに掲げる書面であるか否かについては、当該実質

的支配者情報一覧の写しの「実質的支配者該当性の添付書面」欄により確認が可能です。

実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて（２）



実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて（３）

○本件問合せ先
【総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課】

03-5253-5487


